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【手続補正書】
【提出日】平成25年2月27日(2013.2.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インスリン様増殖因子結合タンパク質７（ＩＧＦＢＰ７）ポリペプチドまたは前記ＩＧ
ＦＢＰ７ポリペプチドをコードする核酸配列と、医薬的に許容されるキャリアとを、局所
的投与または全身的投与のために配合されて含む医薬組成物。
【請求項２】
　過増殖性ケラチノサイトによって特徴づけられる病状の処置のために特定される、請求
項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　インスリン様増殖因子結合タンパク質７（ＩＧＦＢＰ７）ポリペプチドまたは前記ＩＧ
ＦＢＰ７ポリペプチドをコードする核酸配列の使用であって、過増殖性ケラチノサイトに
よって特徴づけられる病状をその必要とする患者において処置するための医薬品を製造す
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るための使用。
【請求項４】
　前記ＩＧＦＢＰ７ポリペプチドはＩＧＦＢＰ７の機能的部分を少なくとも含む、請求項
１または２に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記過増殖性ケラチノサイトによって特徴づけられる前記病状は乾癬である、請求項２
に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　前記過増殖性ケラチノサイトによって特徴づけられる前記病状は、乾癬、扁平苔癬、毛
孔性紅色ひこう疹（ＰＲＰ）、丘疹鱗屑性疾患、皮膚炎および慢性単純性苔癬からなる群
から選択される、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　前記皮膚炎は、アトピー性皮膚炎および接触性皮膚炎からなる群から選択される、請求
項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　前記ＩＧＦＢＰ７ポリペプチドはＩＧＦＢＰ７の機能的部分を少なくとも含む、請求項
３に記載の使用。
【請求項９】
　前記過増殖性ケラチノサイトによって特徴づけられる前記病状は乾癬である、請求項３
に記載の使用。
【請求項１０】
　前記過増殖性ケラチノサイトによって特徴づけられる前記病状は、乾癬、扁平苔癬、毛
孔性紅色ひこう疹（ＰＲＰ）、丘疹鱗屑性疾患、皮膚炎および慢性単純性苔癬からなる群
から選択される、請求項３に記載の使用。
【請求項１１】
　前記皮膚炎は、アトピー性皮膚炎および接触性皮膚炎からなる群から選択される、請求
項１０に記載の使用。
【請求項１２】
　前記患者が、前記病状の症状を軽減することができる薬剤を処置され、前記薬剤は、局
所的投与または全身的投与のために、および／あるいは、対象を光線療法により処置する
ために好適である、請求項３および８～１１のいずれかに記載の使用。
【請求項１３】
　前記局所的投与のために好適な前記薬剤は、コルチコステロイド、ビタミンＤのアナロ
グまたは誘導体、アントラリン、局所用レチノイド、カルシニューリン阻害剤、サリチル
酸、コールタールおよび保湿剤からなる群から選択される、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　前記光線療法は、日光光線療法、ＵＶＢ光線療法、狭帯域ＵＶＢ光線療法、光化学療法
、ＰＵＶＡおよびエキシマレーザーからなる群から選択される、請求項１２に記載の使用
。
【請求項１５】
　前記全身的投与のために好適な前記薬剤は、レチノイド、免疫抑制薬物、免疫標的化生
物学的薬剤、イムノトキシンおよび腫瘍壊死因子（ＴＮＦ）阻止剤からなる群から選択さ
れる、請求項１２に記載の使用。
【請求項１６】
　コルチコステロイド、ビタミンＤアナログ、アントラリン、局所用レチノイド、カルシ
ニューリン阻害剤、サリチル酸、コールタール、レチノイド、免疫抑制薬物、免疫標的化
生物学的薬剤、イムノトキシンおよびＴＮＦ阻止剤からなる群から選択される薬剤をさら
に含む、請求項３または４に記載の医薬組成物。
【請求項１７】
　全身的使用のために配合される、請求項１または２に記載の医薬組成物。


	header
	written-amendment

